
（様式－１ 表紙） 

 

 

  １ 調査名称：(加美町)総合都市交通体系調査 

 

 

 

 ２ 調査主体：加美町 

 

 

 ３ 調査圏域：大崎広域都市計画（加美町） 

 

 

 ４ 調査期間：平成３０年度～令和３年度 

 

 

 ５ 調査概要： 

加美町の都市計画道路は、昭和 28 年に当初の都市計画決定を行い、令和２年

現在９路線、23,560ｍが都市計画決定されている。 

一方、少子高齢化の進展等を背景に「加美町人口ビジョン（Ｈ27.10（Ｒ2.3 改

訂））」では、概ね 10 年後の令和 12 年の人口を約 2.0 万人と、平成 27 年の約

2.4 万人（国勢調査）から約 16％減少するものと予測しており、交通需要は減少

するものと考えられる。 

このような社会経済情勢の変化に的確に対応していくため、本町においても、

都市交通の現状や上位・関連計画等を踏まえながら、町の特性に応じた将来幹線

道路網の機能と役割を検証し、「宮城県都市計画道路見直しガイドライン」に則 

した調査結果等に基づき、都市計画道路の変更を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式－２ａ 調査概要） 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名称：(加美町)総合都市交通体系調査 

 ２ 報告書目次 

１．都市計画決定（変更）の概要 

(1) 都市計画道路の決定（変更）の内容と位置 

２．上位・関連計画の位置づけ 

(1) 都市計画道路の計画、整備に係わる上位・関連計画 

３．都市交通の特性 

(1) 広域交通体系 

(2) 中新田地区の交通体系 

(3) 指定避難所と緊急輸送道路 

(4) 通学路 

(5) 交通量の動向及び交通需要の特性 

(6) 都市計画道路の整備・計画状況 

(7) 公共交通の状況 

(8) 都市交通の特性からみた課題 

４．都市計画道路の見直しに係わる状況の変化 

(1) 中新田地区の土地利用及び道路整備の方針と市街化の経緯 

(2) 中新田地区の遺跡、文化財の分布状況 

(3) 中新田地区の行政区域の状況 

(4) 鳴瀬川中新田緑地計画の変化 

(5) 中新田中学校の生徒数の変化 

５．都市計画道路の見直し検討対象路線の抽出 

(1) 見直し検討候補路線の抽出 

(2) 都市計画決定理由の検証 

(3) 評価項目の設定 

(4) 見直し検討対象路線の抽出 

６．将来交通量推計による評価・検証 

(1) 将来交通量推計の概要 

(2) 検討項目の設定 

(3) 現況再現性の確認 

(4) 将来交通量配分 

(5) 将来交通量配分結果からみた評価・検証 

(6) 国道 457 号の混雑区間の評価・検証 

(7) 都市計画道路の網密度の評価・検証 

７．都市計画道路見直し案の設定 

(1) 都市計画道路見直し案の概要・設定 

８．関係機関協議の概要 

(1) 関係機関協議 

(2) パブリックコメント 

(3) 住民説明会 

(4) 都市計画決定（変更）図書の縦覧 

(5) 都市計画審議会 

(6) 宮城県知事協議 

９．都市計画決定図書等 

(1) 見直し対象路線の最終決定の内容 

(2) 見直し対象路線の都市計画決定（当初）の内容 



                                                      （様式－２ｂ 調査概要） 

 

 ３ 調査体制 

    調査委員会等の体制無し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 委員会名簿等： 

    調査委員会等の体制無し。 

 

 

 

 

 

 



（様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

加美町の都市計画道路は、昭和２８年に都市計画当初決定されて以来、中心市 

街地や地域生活圏相互を連絡する道路ネットワークとして位置付け整備を行っ 

てきたが、現在は、その後の経済情勢の変化等により整備予定が未定となってい 

る道路が多く存在している。平成２９年４月１日現在の改良率は 45.8％となっ 

ており、５割強の区間が未整備の現状であって、これらについては既成済区間の 

無い路線や小学校及び高等学校を跨がる路線が存在し、整備完了まで相当の期 

間を要することが予想される。 

一方で東日本大震災後、被災地における住宅ニーズが増加していることから、 

加美町においても住宅用木材プレカット工場等の町内立地が進んでいる。また、 

仙台北部工業団地への自動車関連の工場立地が進んでいるが、加美町は隣接地 

域であることから，町内においても工場労働者の居住を見込んだ賃貸アパート 

等の建設が増加（新規建設 34 件／H23～H28）している。 

   また、都市計画法第５３条第１項許可の申請件数が H23 年～H28 年間で８件あ 

るが、都市計画施設の計画地は、近年の地震災害から身を守る手立てとなる高耐 

久型住宅（長期優良住宅）の建築が制限されることから、住民からの不満が出始 

めてきている。 

 このような背景から、長期間未着手路線の廃止、並びに変更等を含め、宮城県 

都市計画道路見直しガイドラインに準じて、道路交通やまちづくりの現状、土地 

利用や交通形態の変化に伴う将来計画を見据え、長期未着手の都市計画道路に 

ついて計画の継続あるいは変更の方針を明確にし、加美町における都市計画道 

路網の見直しを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２ 調査フロー 

 

 

 

 

 

  

平成３０年度 

令和元年度 

令和２年度～令和３年度 



 ３ 調査圏域図 

 

 

 

 

大崎広域都市計画(加美町) 

加 美 町 

都市計画道路の見直し 

事業対象地 



（様式－３ｂ 調査成果） 

 

 ４ 調査成果 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


